
◆相続における3つの選択

相続が発生すると相続人となる者は、単純承認（プラス

の財産もマイナスの財産もすべて相続する）、もしくは限

定承認（プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継

ぐ）、または相続放棄（遺産の相続を放棄しプラスの財産

もマイナスの財産も一切相続しない）のいずれかを選ぶこ

とになります。

相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考

えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、

財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由

であっても自分の意思で選べます。

◆相続放棄の手順

（１）家庭裁判所へ相続放棄を申述する

相続放棄の申述は，民法により自己のために相続の開始

があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に

しなければならないと定められています。申述書に申述内

容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人

（放棄する人）の戸籍謄本など（＝申述人の被相続人との

関係性により必要書類は変わってくる）を添付して家庭裁

判所に書類を送ります。

（２）家庭裁判所から「照会書」が届く

申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強

要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の

意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人

の真意によるものかの確認がなされます。

書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で

記載し期限内に返送します。

（３）「相続放棄申述受理通知書」で完了

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」（相続放棄

が無事に認められた旨の通知）が届いて手続き完了となり

ます。

なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申

述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通

知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事

前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封され

て受理証明書も届きます。

◆相続放棄のデメリット

相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放

棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を

引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発

生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書

士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めし

ます。
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上手に「説明できる人」と
「できない人」の習慣

おススメ書籍のご紹介

著者の鶴野充茂氏は、国内外数百社の経営者や政治
家、医師・弁護士などの広報アドバイザー、トレー
ナーとして活動している。さらには、ビジネスパーソ
ンを対象とした説明力や文章力を高める講座を開講し
てもいる、まさにコミュニケーションの専門家だ。
本書ではそんな鶴野氏が、「上手に説明できる人」

と「できない人」の習慣を比較しながら、さまざまな
シーンで役立つ説明のコツを示している。一例を紹介
しよう。仕事で大事なプレゼンが目前に迫ってきたと
き、「大谷翔平が初めてメジャーリーグの試合に出場
するときのような緊張感ですよ……」と、有名人に例
えるのは、上手に説明「できない人」だ。なぜなら、
相手が大谷選手のことをよく知らない場合、意図が正
確に伝わらないからだ。一方、説明上手な人は、誰で
も経験したことがありそうな「あるある」を例に出す。
本書を読み進めるうちに、自分が有効だと思い込ん

でいた説明術が、実は逆効果であったことに気づくか
もしれない。明日から説明上手なあなたに生まれ変わ
りたいなら、本書で「上手に説明できる人」と「でき
ない人」の習慣を見比べることから始めてみよう。

◆◇◆詳細が気になった方はぜひ、
「フライヤー」をご利用ください◆◇◆

2019年6月の税務

書籍要約サービス「フライヤー」の
詳細・お申込みはこちら

3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月17日
●前年分贈与税の申告（2月3日から3月17日まで）
●前年分所得税の確定申告（2月17日から3月17日まで）
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
（延納期限：6月2日）
●個人の青色申告の承認申請（1月16日以後新規業務開始
の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内）
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税（事業所税）の
申告

3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者（前年12
月分）の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地
方消費税＞
●法人・個人事業者（前年12月分及び当年1月分）の1月ご
との期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●7月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人
の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を
除く法人の1月ごとの中間申告（11月決算法人は2ヶ月分）
＜消費税・地方消費税＞

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月28日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の
確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
（法人事業所税）・法人住民税＞
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に
係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞

●6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人
の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を
除く法人の1月ごとの中間申告（10月決算法人は2ヶ月
分）＜消費税・地方消費税＞

○前年分贈与税の申告（2月3日から3月17日まで）
○前年分所得税の確定申告（2月17日から3月17日まで）
○固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付（2月中にお
いて市町村の条例で定める日）

2025年3月の税務

2025年2月の税務
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